
マ
ネ
ロ
ン
対
策
の
重
要
性

　

わ
が
国
に
お
け
る
２
０
２
２
年
の

特
殊
詐
欺
の
被
害
額
は
３
７
１
億
円

で
、
８
年
ぶ
り
に
増
加
に
転
じ
た

（
注
１
）。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
不

正
利
用
に
よ
る
被
害
額
も
４
３
６
億

円
と
な
り
、
過
去
最
悪
と
な
っ
た

（
注
２
）。
両
者
を
合
計
し
た
被
害
額

は
８
０
７
億
円
に
上
る
（
注
３
）。

　

こ
の
よ
う
な
膨
大
な
金
額
が
犯
罪

者
等
の
資
金
源
と
な
り
、
新
た
な
犯

罪
を
生
み
出
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
こ
れ
だ
け
で
も
違
法
収
益
等
の

検
知
や
剥
奪
、
被
害
回
復
と
い
っ
た

マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
重
要
性
が
分
か

る
は
ず
だ
。

　

ま
た
、
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
は
、
抜

け
穴
と
な
る
よ
う
な
国
・
地
域
を
つ

く
っ
て
は
い
け
な
い
と
の
観
点
か
ら
、

国
際
的
な
要
請
と
な
っ
て
い
る
。
Ｆ

Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

官
民
で
連
携
し
、
国
際
的
な
水
準
の

マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
を
構
築
す
る
こ
と

は
、
わ
が
国
の
国
際
公
約
で
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
は
、

金
融
機
関
や
特
定
事
業
者
に
と
っ
て

経
営
課
題
で
あ
る
。
特
に
、
銀
行
等

に
と
っ
て
は
、
金
融
犯
罪
等
に
よ
る

違
法
収
益
の
通
り
道
と
な
っ
て
い
る

「
売
買
さ
れ
た
口
座
」、
い
わ
ゆ
る

「
ト
ン
ネ
ル
口
座
」
の
検
知
と
、
フ

ィ
ッ
シ
ン
グ
を
は
じ
め
と
す
る
ネ
ッ

ト
上
で
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
へ
の
対
応

は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

金
融
機
関
が
直
面
す
る
課
題

　

金
融
機
関
は
、
特
殊
詐
欺
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
不
正
利
用
の
増
加
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
マ
ネ
ロ
ン
等
リ
ス

ク
の
高
ま
り
に
対
し
て
、
日
々
の
業

務
の
中
で
、
直
面
す
る
リ
ス
ク
を
ど

の
よ
う
に
特
定
・
評
価
し
、
リ
ス
ク

を
低
減
す
る
か
と
い
う
課
題
に
直
面

し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
経
営
陣
に
と
っ
て
重
要
な

こ
と
は
、
担
当
部
署
任
せ
に
せ
ず
、

自
ら
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る
金
融
犯
罪

被
害
の
状
況
、
凍
結
要
請
、
捜
査
関

係
情
報
照
会
状
、
疑
わ
し
い
取
引
届

け
出
の
状
況
等
を
適
時
適
切
に
報
告

さ
せ
、
把
握
・
理
解
し
、
リ
ス
ク
低

減
策
を
指
示
し
、
さ
ら
に
効
果
検
証

を
行
う
こ
と
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

（
注
４
）
の
実
施
）
で
あ
る
。

　

特
に
行
う
べ
き
は
、
ト
ン
ネ
ル
口

座
や
架
空
名
義
口
座
の
把
握
・
検
知

・
報
告
・
取
引
制
限
な
ど
の
リ
ス
ク

低
減
措
置
を
講
じ
る
た
め
、
継
続
的

顧
客
管
理
、
取
引
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の

高
度
化
な
ど
の
措
置
を
、
Ｉ
Ｔ
技
術

な
ど
も
活
用
し
な
が
ら
、
リ
ス
ク
の

程
度
に
応
じ
て
実
施
で
き
る
体
制
を

構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、

24
年
３
月
ま
で
の
金
融
庁
マ
ネ
ロ
ン

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
へ
の
対
応
期
限
を

順
守
す
る
た
め
に
、
今
か
ら
何
を
行

う
べ
き
か
を
把
握
し
、
速
や
か
に
経

営
課
題
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
も
必

要
だ
。

　

さ
ら
に
、
中
長
期
的
な
対
応
を
可

能
と
す
る
、
組
織
、
人
員
確
保
・
育

成
、
取
引
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ

ム
等
の
共
同
化
、
Ｉ
Ｔ
や
人
工
知
能

（
Ａ
Ｉ
）
等
を
活
用
し
た
合
理
化
な

ど
も
、
経
営
課
題
と
し
て
検
討
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
継
続

的
顧
客
管
理
（
実
質
的
支
配
者
の
把

握
を
含
む
）、
全
顧
客
の
リ
ス
ク
評

ＫＰＭＧ／あずさ監査法人
金融アドバイザリー事業部　
エグゼクティブ・アドバイザー

尾崎 寛

日
本
の
マ
ネ
ロ
ン
対
策
、
次
の
一
手

金
融
機
関
と
当
局
は

何
を
す
べ
き
か
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価
の
見
直
し
は
、
顧
客
の
理
解
と
協

力
を
得
た
上
で
、
金
融
機
関
と
顧
客

の
両
者
に
お
い
て
負
担
が
増
加
し
な

い
よ
う
、
継
続
的
・
持
続
的
に
実
施

す
る
必
要
が
あ
り
、
官
民
連
携
を
通

じ
た
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ

の
徹
底
等
、
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
さ

ら
な
る
高
度
化
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
北
朝
鮮
や
ロ
シ
ア
を
は
じ

め
と
す
る
制
裁
対
象
国
が
関
連
す
る

取
引
に
金
融
機
関
が
巻
き
込
ま
れ
な

い
よ
う
、
今
ま
で
以
上
に
顧
客
の
商

流
や
資
金
の
流
れ
、
そ
し
て
、
実
質

的
支
配
者
の
把
握
と
取
引
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
検

知
機
能
の
向
上
が
必
要
で
あ
る
。

第
５
次
対
日
審
査
を

見
据
え
た
対
応

　

第
５
次
対
日
相
互
審
査
に
お
い
て

は
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ

の
徹
底
に
加
え
て
有
効
性
検
証
（
Ｉ

Ｏ
）
の
ウ
ェ
イ
ト
が
さ
ら
に
高
く
な

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
と
と

も
に
、
特
定
事
業
者
に
お
い
て
は
リ

ス
ク
の
特
定
・
評
価
、
お
よ
び
、
リ

ス
ク
の
低
減
策
の
実
効
性
、
当
局
で

は
検
査
数
や
行
政
処
分
の
実
績
、
担

当
者
の
人
員
数
推
移
も
チ
ェ
ッ
ク
さ

れ
る
な
ど
、
よ
り
結
果
志
向
的
審
査

に
な
る
可
能
性
が
あ
る
（
注
５
）。

　

有
効
性
検
証
は
、
関
連
す
る
法
令

等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提

に
評
価
さ
れ
る
た
め
、
第
４
次
対
日

相
互
審
査
に
お
い
て
法
令
等
整
備
状

況
（
Ｔ
Ｃ
）
に
関
す
る
評
価
が
低
か

っ
た
勧
告
の
評
価
を
で
き
る
だ
け
引

き
上
げ
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
。
昨

年
末
の
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
等
の

改
正
（
22
年
臨
時
国
会
）
を
経
て
も

評
価
が
上
が
ら
な
い
と
み
ら
れ
る
勧

告
は
、
勧
告
８
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
）、

勧
告
12
（
Ｐ
Ｅ
Ｐ
ｓ
）、
勧
告
24
・

25
（
法
人
と
信
託
等
の
実
質
的
支
配

者
の
透
明
性
）、
さ
ら
に
、
勧
告
22

・
23
、
28
（
非
金
融
業
者
・
職
業
専

門
家
（
Ｄ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ｂ
ｓ
）
に
関
す
る

監
督
等
）
だ
。
有
効
性
検
証
に
お
い

て
、
Ｄ
Ｎ
Ｆ
Ｂ
Ｐ
ｓ
は
、
一
つ
の
独

立
し
た
項
目
と
な
る
見
込
み
で
あ
る

（
注
６
）。

　

こ
れ
ら
は
極
め
て
重
要
な
変
更
で

あ
り
、
今
後
は
、
非
金
融
分
野
に
お

い
て
も
、
官
民
の
取
り
組
み
を
強
化

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
、

関
係
省
庁
と
各
特
定
事
業
者
が
、
バ

ラ
バ
ラ
に
対
応
し
て
い
て
は
、
決
し

て
達
成
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
今

ま
で
以
上
に
省
庁
間
連
携
と
官
民
連

携
を
推
進
し
、
戦
略
的
に
取
り
組
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

特
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
含
む
、
Ｄ

Ｎ
Ｆ
Ｂ
Ｐ
ｓ
の
予
防
措
置
に
関
す
る

有
効
性
は
、
監
督
当
局
や
関
係
官
庁

の
連
携
に
加
え
て
、
金
融
・
非
金
融

を
ま
た
い
だ
か
た
ち
で
の
官
民
連
携

の
枠
組
み
を
、
よ
り
一
層
強
化
し
、

戦
略
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

日
本
の
第
５
次
相
互
審
査
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
、
早
け
れ
ば
26
年
に
開
始

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
注
７
）。
残

さ
れ
た
時
間
は
、
多
く
は
な
い
。

（
注
）１　

警
察
庁
「
令
和
４
年
に
お
け
る

特
殊
詐
欺
の
認
知
・
検
挙
状
況
等
に

つ
い
て
（
確
定
値
版
）」

２　

日
本
ク
レ
ジ
ッ
ト
協
会
「
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
不
正
利
用
被
害
の
集

計
結
果
お
よ
び
数
値
の
訂
正
に
つ
い

て
」（
23
年
３
月
）

３　

こ
ど
も
家
庭
庁
「
令
和
５
年
度

こ
ど
も
家
庭
庁
関
連
予
算
概
算
要
求

の
ポ
イ
ン
ト
」
に
よ
れ
ば
、「
保
育

士
・
幼
稚
園
教
諭
等
に
対
す
る
収
入

を
３
％
程
度
（
月
額
９
０
０
０
円
）

引
き
上
げ
」
で
９
２
６
億
円
の
予
算

を
見
込
ん
で
い
る
。
単
純
比
較
で
き

る
も
の
で
は
な
い
が
、
保
育
士
・
幼

稚
園
教
諭
等
に
対
す
る
収
入
増
の
予

算
の
約
９
割
を
賄
え
る
金
額
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
金

額
が
い
か
に
大
き
い
か
が
分
か
る
。

４　

金
融
庁
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ

リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
21
〜
23
ペ

ー
ジ

https://w
w

w.fsa.go.jp/com
m

on/

law
/am

lcft/211122_am
lcft_

guidelines.pdf

５　

"R
eport on the S

tate of 

E
ffectiveness and C

om
pliance 

w
ith the F

A
T

F
 Standards"

https://w
w

w
.fatf-gafi.org/en/

p
u

b
lication

s/F
atfg

en
eral/

E
ffectiven

ess-com
p

lian
ce-

standards.htm
l

６　

"FA
T

F
 5th-R

ound-R
evised-

M
ethodology" (not yet effective) 

https://w
w

w
.fatf-gafi.org/en/

p
u

b
lication

s/M
u

tu
alevalu

a

tions/5th-R
ound-P

rocedures.

htm
l

７　

現
在
、
25
年
４
月
以
降
に
行
わ

れ
る
７
カ
国
（
ベ
ル
ギ
ー
、
マ
レ
ー

シ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
カ
ナ
ダ
、
ト
ル

コ
）
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
公
表
さ
れ

て
い
る
。

https://w
w

w
.fatf-gafi.org/en/

calendars/assessm
ents.htm

l
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